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監 査 委 員 公 表

島根県監査委員公表第１号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定に基づき実施した平成29年度行政監査の結果に関する報告に

ついて、同条第９項の規定により次のとおり公表する。

平成30年３月23日

島根県監査委員 生 越 俊 一

同 岩 田 浩 岳

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇

号外第27号 島 根 県 報 平成30年３月23日
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第１ 行政監査の趣旨

行政監査は、地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき、県の事務の執行について、合法性、正確性、経済性、

効率性及び有効性の観点から実施する。

第２ 監査の概要

１ 監査対象事務

防災資機材の管理状況について

２ 選定理由

平成２３年３月に発生した東日本大震災は、想定を遙かに超えた甚大な被害を与え、多くの人命が失われたところ

であり、近年においても、熊本地震、鳥取県中部地震やゲリラ豪雨等の自然災害が頻繁に発生している状況である。

こうしたことから、これらの災害に備えた防災資機材の実態を把握するとともに、その管理状況等について検証

し、もってその機能強化に資するものとする。

３ 監査の着眼点

次の着眼点から監査を実施した。

ア 適正な防災資機材の調達、確保が図られているか。

イ 防災資機材が適切な場所に保管され、災害等の発生時に迅速に活用できる態勢であるか。

ウ 定期的に確認を行い、その品質や機能が保持され、または補充並びに適正な廃棄がされているか。

エ 市町村等関係機関との連携、役割分担など、効率的な資機材の整備・配置がされているか。

（表１）４ 監査実施機関

島根県地域防災計画（風水害等対策編・震災編・原子力災害対策編）において、各災害種別毎に防災資機材の整備

について規定されており、９種類の資機材のうち、自然災害等広範囲の災害に対応し得る重要なものであって、県が

直接整備・備蓄している４種類の資機材を選定し、その所管課の４課及び主要な保管機関の延べ２１機関を監査実施

機関とした。

５ 監査実施期間

平成２９年１２月６日（水）～同月２２日（金）

６ 監査の実施方法

所管課４課と各資機材の保管機関８機関（一部所管課と重複）は実地監査を、それ以外の保管機関１２機関は、書

面監査を行った。

監査対象防災資機材及び監査実施月日一覧（表１）

災害種別 防災資機材名 監査実施日
監 査 実 施 機 関

所管課 保管機関

防災危機管理課 １２月２２日災害全般 防災備蓄物資 （防災部）

防災危機管理課 １２月２２日

隠岐支庁県民局 １２月 ６日

西部県民センター １２月１９日

原子力安全対策課 １２月２２日原子力災害 原子力防災資機材 （防災部）

１２月２２日
原子力安全対策課

（原子力環境センター）

松江保健所 １２月 ６日

出雲保健所 １２月 ６日

中央病院 １２月２１日

県警機動隊 １２月２１日

河川課 １２月２２日風水害 水防資材器具 （土木部）
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隠岐支庁県土整備局 １２月 ６日

松江県土整備事務所 １２月 ６日

出雲県土整備事務所 １２月２２日

県央県土整備事務所 １２月 ６日

県央県土整備事務所大田事 １２月 ６日

業所

浜田県土整備事務所 １２月１９日

警備第二課 １２月２２日災害救助全般 警察が災害時において使 （警察本部）

県警機動隊 １２月２１日用し得る資機材

松江警察署 １２月２１日

(災害警備用装備資機材) 出雲警察署 １２月 ６日

大田警察署 １２月 ６日

川本警察署 １２月 ６日

江津警察署 １２月 ６日

浜田警察署 １２月 ６日

合 計 （延べ数） ４ 課 ２０機関（２１機関）

※ は、実地監査を実施した機関太字

防災資機材の概要（表２）

防災資機材名 整備･備蓄の目的及び根拠法令等 主な防災資機材

防災備蓄物資 【目的】 白 飯 （ ア レ ル ギ ー 対 応 ） 、 わ か め ご 飯

災害時の県民の生活を確保するため、 （アルファー化米）、白粥（同）、梅粥

食料、飲料水、燃料等生活必需品、通信 （同）、乾パン、粉ミルク、保存水、飲

機器及び防災用資機材の備蓄、調達、輸 料水、ほ乳瓶、浄水器、給水袋、鍋、ひ

送体制の整備をすることにより、人命危 しゃく、カセットコンロ、毛布、子供用

険及び生活上の制約の防止に資すること 紙おむつ（新生児～Ｌサイズ）、大人用

を目的とする。 紙おむつ（各サイズ）、生理用品、ゴミ

【根拠法令等】 袋、簡易トイレ、トイレットペーパー、

災害対策基本法第40条の規定に基づき トイレ用テント、防水シート（各サイズ

島根県防災会議が策定した島根県地域防 厚手）、救急箱、避難所用間仕切り、ガ

災計画及び島根県備蓄物資整備計画 ソリン携行缶、発電機、ＬＥＤ投光機、

コードリール、バケツ、懐中電灯ほか

原子力防災資機 【目的】 携帯型衛星回線電話等各種電話、携帯型

材 原子力発電所の運転等に伴い、放射性 防災行政無線機、情報共有システムｗｅ

物質又は放射線が異常な水準で事業所外 ｂカメラ、モニタリング活動用車両、各

に放出されることによる原子力災害に際 種線量率測定器、各種サーベイメータ、

し、県民等の生命、身体及び財産を原子 可搬型Ge半導体γ線スペクトルメータ、

力災害から保護することを目的とする放 各種サンプラー、特殊防護服、防護服、

射線量の測定や防災業務に携わる要員の 防護マスク、長靴、帽子、ゴム手袋、発

被ばく予防を目的とする。 電機、就寝用具、除染シャワーテント、

【根拠法令等】 食 料 （ ア レ ル ギ ー 対 応 ） 、 個 人 用 線 量

災害対策基本法及び原子力災害対策特 計、体表面モニター、ホールボディカウ

別措置法に基づき、原子力災害の発生及 ンタ、収納ケース、防塵マスク、除染ベ

び拡大を防止し、災害からの復旧を図る ッド、除染キット、ポータブル無菌室、

ための対策を定めた島根県地域防災計画 各種廃棄物保管庫、空気ボンベ、空気呼
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（原子力災害対策編）及び島根県警察災 吸器、移動式簡易洗浄機、防護服用マイ

害警備計画 クロホンセット、安定ヨウ素剤ほか

水防資材器具 【目的】 掛 け 矢 、 の こ ぎ り 、 ス コ ッ プ 、 ツ ル ハ

洪水、雨水出水、津波、高潮に際し、 シ 、 斧 、 た こ づ ち 、 鍬 、 ギ ム ネ 、 ペ ン
おの くわ

水災を警戒し、防御し、及びこれによる チ 、 鉈 、 金 棒 、 照 明 具 、 救 命 胴 衣 、 手
なた て

被害を軽減し、もって公共の安全を保持 箕、ハンマー、クリッパー、ジョレン、
み

することを目的とし、水防管理団体であ 鎌 、 鉄 線 、 竹 、 杭 、 鉄 杭 、 か す が い 、

る市町村からの要請に基づき提供するた 縄 、 筵 、 空 俵 、 ビ ニ ー ル 袋 （ 土 の う
むしろ

めの補完的な備蓄、整備する資材・器具 袋 ） 、 麻 袋 、 叺 、 ロ ー プ 、 メガ ホ ン、
かます

である。 針金、コモ、防水シート、鋼管、塩ビパ

【根拠法令等】 イプ、水防マットほか

島根県地域防災計画及び水防法第７条

の規定に基づき策定された島根県水防計

画

警察が災害時に 【目的】 投光機、ジャッキ、チルホール、チェン

おいて使用し得 県民の生命、身体及び財産を自然災害 ソー、リヤカー、直流交流交換器、救命

る資機材 や 事 故 災 害 な ど あ ら ゆ る 災 害 か ら 保 護 索発射機、生存者探査機、マネキン、簡

し、公共の安全と秩序を維持すること並 易テント、梯子、ハーネス、レンジャー
はし ご

（災害警備用装備 び に 警 察 官 の 受 傷 事 故 防 止 を 目 的 と す ロ ー プ 、 ザ イ ル 、 救 命 用 具 セ ッ ト 、 滑

資機材） る。 車、エイト環、カラビナ、ドンゴロス、

【根拠法令等】 バール、スコップ、ハンマー、強力ライ

災害対策基本法及び防災基本計画の規 ト、遺体収容袋、ガス検知器、ガラスカ

定に基づき策定された国家公安委員会・ ッ タ ー 、 携 行 缶 、 シ ャ ッ ク ル 、 レ ン ヘ

警察庁防災業務計画及び島根県地域防災 ル、救助用重量物排除用具、ウィンチ、

計画、島根県警察災害警備計画（各警察 ブロアイ、伸縮式画像探索機、人工蘇生

署災害警備計画） 器、エンジンカッター、弁慶、探索棒、

削岩機、救助用三脚、消毒液、担架ほか
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第３ 監査結果

１ 監査の結果

監査実施機関における防災資機材の管理については、概ね適切に行われていると認められた。

２ 各防災資機材の状況

⑴ 防災備蓄物資

ア 整備・備蓄の目的等

災害対策基本法に基づき、県はその地域に係る防災計画（以下「地域防災計画」という。）を策定し、その計

画では、防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝

達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並

びに災害復旧に関する事項及びそれらの措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配

分、輸送、通信等に関する事項を定めることとされている。

そのうち、防災備蓄物資については、県内での被害が 大となる宍道断層による地震被害（地震想定：M7.1、

冬季18時発生）を想定して、島根県備蓄物資整備計画を策定し、被災者等の生命維持に 低限必要な食料・飲料

水・生活必需品、救助用資機材を計画的に備蓄している。

イ 整備・備蓄方法及び保管機関

島根県備蓄物資整備計画では、物資を県が直接備蓄するほか、災害時応援協定に基づく流通備蓄を有効活用す

ることとしているが、山陰地方は発災時には物流が遮断することが懸念されるため、直接備蓄に重点を置いてい

る。

整備品目及び数量については、被害想定に基づき、短期避難所生活者等(37,200人)及び災害救助従事者(4,200

人)の概ね３日分に相当する食料・飲料水・生活必需品等の物資や救助用資機材の備蓄体制を整備しており、内

訳として、県、市町村、県民がそれぞれ１日分ずつを備蓄することを目標としている。

物資の保管機関としては、防災危機管理課（島根県広域防災拠点）及び西部県民センター（島根県浜田防災備

蓄倉庫）に分散備蓄するとともに、品目、数量は限られるものの、隠岐支庁にも整備している。

ウ 品目及び数量（別紙「防災資機材の整備・備蓄状況一覧表」のとおり）

品目及び数量については、被害想定に基づき、必要な品目、数量が計画的に整備・備蓄されている。

また、食料の更新に際しては、市町村担当者などからの様々な情報を参考にして、品目の選定をしている。

なお、食料などの賞味期限を有するものについては、期限前に有効活用することとし、生活困窮者支援を行う

社会福祉協議会などへ提供したり、防災訓練時にも活用している。

エ 保管・管理状況

各保管機関とも、備蓄物資専用の建物又はスペースを確保して品目毎に整理されており、品目によっては、重

量のあるものもあることから、搬出が容易にできるよう品目毎にパレット（台車）に搭載した状態で保管すると

ともに、搬出訓練時には、パレットの移動方法を体得させ、搬出作業時の事故防止にも努めている。

保管台帳は品目毎に整備し、受入、搬出、在庫数量等必要な事項が記載されているが、台帳管理は一括所管課

が行っており、保管機関はその確認用に手入れをしている程度である。

また、民間業者からの寄贈品も保管しているが、計画備蓄品とは別に台帳が整理されている。

備蓄物資の整備・更新等は全て所管課が行っており、保管機関は保管場所での管理のみを行っている。

オ 機能及び品質の保持

賞味期限のある品目については、品質保証書を提出させて品質保持に努め、発動機については、年１回使用訓

練を行い、稼働確認をしているが、その他については使用訓練は行っていない。

カ その他

一部の品目は、各消防本部（画像探査機）へ貸し出しているほか、学校行事の際に防災用品展示として、希望

に応じて貸出等も行っている。
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離島における搬送手段は重要であるため、海運業者のチャーター船を確保しているほか、浦郷警察署の警備艇

や自衛隊のヘリコプターも活用できるよう関係機関との連携体制も整備している。

災害支援活動の拠点としての備蓄倉庫の運営要領で、備蓄と集配基地機能や備蓄物資の一時保管及び配送機能

。としての供給手順等が定められている

年に１回行われる総合防災訓練において、東西の備蓄倉庫で概ね２年に１回は被災市町村からの要請に基づく

物資の提供に係る緊急支援物資搬送訓練を行うこととしている。

⑵ 原子力防災資機材

ア 整備・備蓄の目的等

県は島根県地域防災計画（原子力災害対策編）を策定し、原子力発電所の運転等に伴い、放射性物質又は放射

線が異常な水準で事業所外に放出されることによる原子力災害に際し、県民等の生命、身体及び財産を保護する

ために、放射線量の測定機器や防災業務に携わる要員の被ばく予防を行う各種防災資機材を計画的に整備・備蓄

している。

大規模な自然災害等との複合災害において、被ばくの恐れのある傷病者への医療や関係機関との連携を強化す

るため、県は原子力災害拠点病院を指定し、原子力災害医療体制を整備している。

また、放射性ヨウ素による内部被ばくを予防するため、非放射性ヨウ素製剤である「安定ヨウ素剤」を備蓄あ

るいは住民へ事前配布している。

イ 整備・備蓄方法及び保管機関

原子力災害対策用の防災資機材については、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金を財源として必要な資機

材を年次計画で整備している。

その必要数については、原子力災害に係る業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、必要数の見直しをするなどした

上で整備、更新を行っている。

保管機関である所管課及び原子力環境センターには、放射線量測定のための機器や測定作業に当たる要員用の

防護用資機材を整備・備蓄している。

県警機動隊等には、避難誘導や交通規制、緊急輸送支援、犯罪の予防に必要な資機材及びこれらに当たる警察

官の被ばく予防用の資機材を整備・備蓄している。

安定ヨウ素剤については、配布対象住民分を関係市等へ配布した上で、その予備とするヨウ素剤及び服用に必

要な機材を県東部の各保健所に整備・備蓄している。

また、原子力災害拠点病院である県立中央病院には、拠点病院としての主たる役割である被ばく傷病者に対す

る専門医療の実施や原子力災害医療派遣チームの整備に必要な資機材（医療従事者等が放射線防護を行うために

必要な資機材や放射線量評価を行うための各種測定機器、被ばく診療に必要な設備や医薬品、除染に必要な各種

資機材）を原子力災害拠点病院等の施設要件（原子力規制庁）に従い、整備・備蓄している。

ウ 品目及び数量（別紙「防災資機材の整備・備蓄状況一覧表」のとおり）

原子力防災資機材は、前述の交付金を財源として整備するため、基本的には、関係市や民間協力企業分につい

ても県が全て調達して貸し出すこととなっている。

今年度、原子力災害に係る業務継続計画を策定し、品目、数量も新たな基準で決定しており、計画的に整備さ

れるが、周辺４市分は暫定数であり、また、民間の協力企業等の要員分は、必要数を精査した上で、数量を決め

ていく予定である。

警察が使用する原子力防災資機材については、島根県警察災害警備計画に基づき本部で整備品目を整備してい

るが、東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「福島原発事故」という。）を契機に大きく見直され、整備基

準も変動している。

エ 保管・管理状況

各保管機関とも原子力防災資機材専用の部屋等を確保し、保管台帳を整備し、適切に保管・管理されている
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が、安定ヨウ素剤については、所管課が作成した保管台帳に基づいて管理している。

原子力環境センターでは、資機材が用途毎にケースに入れられてセットで管理されており、必要なときにすぐ

に持ち出せるよう工夫されていた。

一方、福島原発事故以降、資機材が増える中、保管スペースが十分でなく、詰め込まれている状態で、搬出時

に支障となる恐れのある保管機関が見受けられた。

オ 機能及び品質の保持

放射線量測定機器については、２年に１回業者に委託して校正点検を行い、その他の資機材については、年に

１回実施される防災訓練の中で点検を行っている。

安定ヨウ素剤については、年に１回所管課立ち会いの上で、品名、規格、保管数量、品質、使用期限などの点

検を行っている。

原子力災害拠点病院用の資機材として整備されている測定機器については、毎週動作確認を行っている。

警察が使用する原子力防災資機材については、四半期毎に使用訓練を行っており、機械類はエンジンの始動に

よる確認を、防護服などは着用して機能性のチェックをしているほか、所管課による巡回指導による点検も行っ

ている。

カ その他

放射線量測定機器などは、一般からの測定の希望に応じて貸し出しているが、その他については、災害対策業

務に当たる要員の被ばく防止用のものが大半であり、貸し出すことを想定していない。

原子力災害拠点病院用の資機材は、発災時に不足する場合は、島根県放射線技師会から測定機器等が借用でき

るよう協定が結ばれている。

資機材の運搬は、固定式の測定機器以外は、災害対策業務で活動する要員の行動手段（公用車等）で運搬する

こととしており、警察が使用する資機材は、専用の運搬車両があり、災害事案毎に積み替えをするなどして運搬

手段を確保している。

⑶ 水防資材器具

ア 整備・備蓄の目的等

水防法に基づき、洪水、雨水出水、津波、高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減

し、もって公共の安全を保持することを目的として策定する島根県水防計画（以下「県水防計画」という。）に

おいて、水防管理団体である市町村からの要請に基づき提供するため、補完的に整備・備蓄をする資材・器具で

ある。

イ 整備・備蓄方法及び保管機関

水防資材器具は、水防管理団体が行う水防活動に必要な資材、工具類であり、水防管理団体が有する資材器具

を補完するものであることから、水防管理団体を管轄する隠岐支庁（県土整備局）及び各県土整備事務所に整備

・備蓄している。

ウ 品目及び数量（別紙「防災資機材の整備・備蓄状況一覧表」のとおり）

水防資材器具の品目については、県水防計画において例示する水防管理団体が整備・備蓄すべき資材器具の標

準的な品目に準じて整備することとされているが、近年、水防資材器具を提供した実績がなく、現行の品目・数

量が適切かどうかの検証は行われていない。

そのため、水防管理団体で備蓄している品目と異なっているものや現在の水防活動で使用するかどうかわから

ないものもあり、発災時に水防活動が効果的にできない恐れがある。

エ 保管・管理状況

各保管機関とも、県水防計画に掲載している様式第２７号表（県有水防倉庫並びに県有資材器具一覧表）を保

管台帳と位置づけているが、同様式は、資材器具の現有数をまとめたもので、劣化等に伴う廃棄や購入等の出入

り管理はしていない。年に一度の必要量調査時に数量確認等により手入れをするが、数量を上書きするのみで、
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購入時期等の記載もないことから劣化等による更新時期の目安とならず、保管台帳としての情報量が不足してい

る。

保管場所としての水防倉庫は、一部を除き保管機関から離れた重要水防区域対象河川に隣接する場所等に設置

されており、要請に基づいて資材器具を提供する場合には即応性に欠ける恐れがある。そのため、一部の保管機

関では、水防倉庫の鍵を水防管理団体に貸し出しているところや貸出を検討しているところがあった。

水防倉庫については、一部において、電線自体が配線されていないため、電灯が設置されていないところや、

倉庫内の配置図や品目の表示がないところも見受けられ、また、倉庫前に排ガードレールなどの不要物品が置か

れているなど、搬出作業に支障を来す恐れがある。

オ 機能及び品質の保持

一部の保管機関を除いては、劣化による使用不能等の点検ではなく、数量確認程度に止まっている。

なお、資材器具を使うのは、水防管理団体であることから、使用方法の訓練は行っていない。

カ その他

使用期限のある資材器具は少なく、年次計画的な更新計画はない。数量点検時に劣化や毀損等による更新を要

するものを県全体の予算の範囲内で更新している。

各保管機関とも、毎年度、出水期前に関係機関を対象とした担当者会議や連絡調整会議等を開催し、県水防計

画の改正内容や水防倉庫内の資材器具も含めた情報提供を行うなど連携を図っている。

（災害警備用装備資機材）⑷ 警察が災害時において使用し得る資機材

ア 整備・備蓄の目的等

島根県警察では、国家公安委員会・警察庁防災業務計画（以下「国計画」という。）の規定により策定するこ

ととされている島根県警察災害警備計画（各警察署災害警備計画）に基づき、発災時に迅速な救出救助活動を行

い、県民の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持すること並びに警察官の受傷事故防止のため

にあらゆる災害に対応できる各種災害警備用装備資機材を整備・備蓄している。

イ 整備・備蓄方法及び保管機関

資機材は、警察庁が調達し各県へ配置するもののほか、国費で整備されない品目や不足するものは県費で整備

している。

なお、資機材の整備基準は、国計画の整備基準が大きな災害の都度見直されるため、県の整備基準もそれに合

わせて見直しを行っている。

保管機関は、大規模災害等における初動対応をする各警察署及び本格的救助活動を行う県警機動隊である。

ウ 品目及び数量（別紙「防災資機材の整備・備蓄状況一覧表」のとおり）

整備する品目については、各種災害での人命救助活動に使用するものであることから、多種多様な資機材から

成っており、特に、東日本大震災以降、救助活動に当たる警察官が身を守るための資機材が増加している。

数量は、救助活動を行う保管機関毎の警察官の数等により必要数を算出している。

エ 保管・管理状況

各保管機関とも、資機材毎に適切に品目表示をした上で保管している。しかし、東日本大震災以降、資機材が

増加している中、その保管スペースは手狭となっており、倉庫や車庫、コンテナ等に分散されており、初動対応

への影響が懸念される。

なお、機動隊では、どの災害種別にも使用し得る品目については、予め運搬専用の車両に搭載し、発災時に種

別に応じた資機材を追加搭載することとしている。

救助活動要員の食料等は、県備蓄倉庫を借用して備蓄しており、賞味期限のあるものについては、炊き出し訓

練などで有効活用している。

保管台帳については、国有物品と県有物品を区別して整備されているが、資機材の主たる所管が各警察署の多

課に渡ることや毎月行われる訓練等でも使用することがあるため、貸出管理も兼ねる様式にしたり、資機材の概
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要や写真をセットにした台帳とするなど各警察署毎に工夫している。

オ 機能及び品質の保持

保管機関では、四半期毎に点検を行なったり、毎月実施される各種訓練において資機材を使用する訓練の際は

併せて点検を行うなど、いつ災害が発生しても活用できるよう機能や品質の保持に努めるとともに、使用訓練で

各資機材の使い方を体得させることにより、迅速かつ的確な救助活動ができるよう努めている。

所管課においては、訓練結果の報告を求め、資機材の点検結果とともに、訓練状況の把握にも努めている。

カ その他

資機材の更新は、耐用年数等を考慮し、整備計画を立てているが、訓練等に伴う破損等により変動することも

ある。

災害救助に当たっては、関係機関との連携が重要であるが、被災地での活動には自隊保有の資機材を使うこと

となっていることから、重機などの借用等を除いては資機材の連携は想定していない。

機動隊においては、東日本大震災以降増加した資機材の保管スペースの確保について、平成３２年新庁舎移転

により解消を図り、管理の明瞭化、容易化を実現し、適正管理の徹底と出動の迅速化を図ることとしている。

第４ 監査意見

１ 総括意見

平成２３年３月に発生した東日本大震災を始め、平成２８年４月の熊本地震、同年１０月の鳥取県中部地震などに

よる震災、さらには平成２９年７月の九州北部豪雨などの豪雨や豪雪、竜巻などの自然災害が全国各地で頻繁に発生

しており、その被害はこれまでの想定を遙かに超えたものであることから、被災地における対応は、たびたびその見

直しを余儀なくされている。

特に、原子力発電所を有する本県においては、地震やそれに伴う津波による放射能漏れなどの原子力災害に対応す

る必要もあり、必要な防災資機材の整備・備蓄を図るとともに、その適切な管理が不可欠である。

本県を始め、県内市町村は財政的に脆弱であることから、限られた予算、人員の中で、計画的に、より有効で効率

的な整備と管理を図らなければならない。

また、本県は東西に細長く、山間地も多く、離島を有している地理的条件からも防災資機材の配備や輸送手段の確

保について、十分考慮しなければならない。

こうしたいつ発生するかわからない大規模な自然災害や火災などの事故災害に適切に対応し、県民の生命と財産を

守るための取組みは、県政の重要な課題の一つである。

ついては、災害が発生したときに備え、尊い人命が失われることがないよう、防災を担当する関係機関が、防災、

応急対策、災害復旧などの対策を効率よく役割分担し、相互に連携を図りながら、県民の安全・安心の確保に向け、

以下に述べる意見に留意し、より一層効率的、効果的で適切な防災資機材の整備と管理に努められたい。

⑴ 適切な防災資機材の整備・備蓄について（共通）

災害は、いつ発生するかわからず、その規模は広域化又は複合化しており、それに対応する防災資機材も日々進

化するなど、有効な防災資機材も変わってきていることから、常に 新の情報を把握し、整備基準や整備計画は小

まめに見直しを行い、限られた予算を有効に活用して適切な防災資機材の整備・備蓄に努められたい。

⑵ 保管場所の整備や保管方法等の見直しについて（共通）

防災資機材の搬出・提供は、発災時の要請等に的確に応える必要があることから、保管場所の所在や倉庫内での

配置図、品目表示等の不備などにより、資機材の活用の支障になることのないよう施設のあり方を含め、保管方法

等の改善に努められたい。

また、同時に使用する資機材を、予めケースなどに入れてセットしておくなど、スムーズな対応等が可能となる

方法の工夫に努められたい。

⑶ 防災資機材の適切な管理について（共通）

防災資機材は、通常は使用することは少なく、日常業務の中での管理意識は希薄になりがちであり、また、担当
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職員の異動等により、管理手順や点検時期も適切に引き継がれないことも懸念されることから、点検や使用訓練、

提供方法などのマニュアルや手順書を整備するなど、防災資機材の適切な管理に努められたい。

⑷ 市町村等関係機関との連携について（共通）

県内で大規模な災害対応を経験した職員は少なく、発災時に適切な対応ができないことも懸念されることから、

市町村等からの資機材の提供要請等に基づく対応が適切にできるよう、防災訓練等における関係機関との連携強化

に努められたい。

２ 個別意見

⑴ 原子力防災資機材（原子力安全対策課）

資機材の保管スペースが十分になく、一部保管場所では、倉庫内での搬出作業を行うスペースの確保が困難な状

況にあり、発災時の搬出の即応性に欠けることも懸念される。

ついては、管理委託や倉庫の借用等も含め、今後の資機材の増加等にも対応できるよう十分なスペースの確保に

努められたい。

⑵ 水防資材器具（河川課）

水防資材器具については、品目、数量とも多いうえ、保管場所での劣化の確認が難しく、更新すべき時期が判断

しづらいことから、保管台帳を品目毎に更新時期の目安にもなるような様式に見直すよう努められたい。

整備品目については、水防管理団体の整備品目と異なるものや現在の水防活動で使用するかどうかわからないも

のがあり、実際の水防活動に支障を来す恐れがある。

また、近年の災害の状況や技術の進歩により、新たに資機材として整備・備蓄すべきものがあることも考えられ

る。

水防倉庫についても、一部を除き保管機関から離れた場所に設置されており、水防管理団体からの提供要請への

即応性に欠ける恐れがある。

ついては、県が備蓄する水防資材器具が、水防管理団体の備蓄品目の補完的役割であることを考慮し、品目や数

量が適切であるか、保管場所等が水防活動の支障とならないか等を検証した上で、そのあり方を検討されたい。

⑶ 警察が災害時において使用し得る資機材（警備第二課）

警察が使用する防災資機材の保管場所は、いずれも手狭で、倉庫のほか車庫等にも分散している保管機関が多

く、発災時の搬出作業に支障を来すことが懸念されることから、十分な保管スペースの確保に努められたい。
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資機材名称：  防災備蓄物資

防災資機材品目名(規格等)
防災危機管理課 隠岐支庁県民局 西部県民センター

 梅粥(アルファー化米) 袋 8,500 230 2,000 隠岐：島前集合庁舎に30缶

備　　　考

(広域防災拠点) (隠岐合庁外) (浜田防災備蓄倉庫)

 白粥(アルファー化米) 袋 8,550 200 2,450

 白飯(アレルギー対応) 袋 1,789 600

 わかめご飯(アルファー化米) 袋 4,170 10

 スーパーバランス(１缶50食) 缶 672

 乾パン(１缶64食) 缶 385 222

 粉ミルク(800g) 缶 44 28

 フリーズドライ(１缶50食) 缶 672

 保存水(ミルク用)500ml 本 312 48

 保存水(ミルク用)1.5L 本 136 24

 飲料水(500ml) 本 5,904 2,928

 飲料水(2L) 本 2,470 1,200

 浄水器 基 4 4

 ほ乳瓶 本 200 100

 簡易組立水槽(2200L) 基 4 4

 ガソリン携行缶(10L) 個 4 4

 カセットコンロ 個 50 27

 給水袋(背負い式6L) 袋 4,200 2,100

 なべ 個 50 27

 カセットガス(250g×3) 組 45 26

 毛布 枚 18,325 420 6,750 隠岐：西ノ島ヘリポートに300枚
県トラック協会に300枚

 ひしゃく 個 50 27

 子供用紙おむつ(Ｍサイズ) 枚 258 3,580

 子供用紙おむつ(新生児用) 枚 2,226 3,830

 大人用紙おむつ(Ｓサイズ) 枚 560

 子供用紙おむつ(Ｌサイズ) 枚 456 3,296

 大人用紙おむつ(Ｌ-LLサイズ) 枚 690 990

 大人用紙おむつ(Ｍ-Ｌサイズ) 枚 600 1,100

 ゴミ袋(45L) 枚 7,880 4,100

 生理用品 枚 19,508 8,160

県トラック協会に100個

 簡易トイレ用薬剤(1箱100回分) 箱 440 136 県トラック協会に16箱

 簡易トイレ 個 355 101

県トラック協会に10基

 トイレットペーパー Ｒ 960 1,680 県トラック協会に180Ｒ

 トイレ用テント 基 245 137

県トラック協会に30枚

 防水シート(Ｌサイズ) 枚 258 141

 防水シート(Ｍサイズ) 枚 6,610 30 2,800

 救急箱 箱 44 21

 防水シート(LLサイズ) 枚 130 70

備蓄計画外(寄贈品)

 避難所用間仕切り(ナイロン製) 基 496 4 250

 避難所用間仕切り(段ボール製) 箱 19

 ガソリン式発電機 基 50 25 備蓄計画外(先行備蓄)

 避難所用更衣テント 基 48 1 25

備蓄計画外(先行備蓄)

 ポータブルＬＥＤ発電機(ガス式発電機エネポ) 台 23 1 12

 ガソリン携行缶(発電機用) 個 100 50

備蓄計画外(先行備蓄)

 ＬＥＤ投光機(充電式２ｽﾐｽﾗｲﾄ) 台 23 12 備蓄計画外(先行備蓄)

 ＬＥＤ投光機(充電式１ｽﾐｽﾗｲﾄ) 台 50 25

備蓄計画外(先行備蓄)

 コードリール 台 50 25 備蓄計画外(先行備蓄)

 ＬＥＤ投光機(床置型) 台 23 12

 バール(細) 本 46 28

 バケツ 個 267 137

防災資機材の整備・備蓄状況一覧表
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号外第 27号 島  根  県  報 平成 30年３月 23日 

 懐中電灯 本 54 30

 バール(太) 本 19 14

 軍手 双 348 236

 電池(単２:懐中電灯用) 個 220 120

2

 担架 台 4 2

 テント 張 4 2

 画像探索機 機 4 2 消防本部へ貸出

 ライフジャケット(子供用) 個 2 2

 ライフジャケット(大人用) 個 10 10

 救命ボート 艇 2
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号外第 27号 島  根  県  報 平成 30年３月 23日 

出雲保健所 県警機動隊

備　　　考原子力防災センター・
原子力環境センター・
消防学校・防災航空隊

感染症病棟保管庫
同保管庫前廊下
核医学管理室 外

(１階準備室) (検査室)
防災倉庫１～５

ボンベ室・機器庫
新車庫倉庫・隊庭

資機材名称：  原子力防災資機材

防災資機材品目名(規格等)

原子力安全対策課 中央病院 松江保健所

イリジウム衛星携帯電話

 ＩＰ電話 台 11

 携帯型衛星回線電話 台 7

 情報共有システムwebカメラ 台 5
 ホワイトボード 枚 2

 携帯型防災行政無線機 機 38

 UPZポスト及び防護措置の単位表示地図 枚 1

 情報共有システム端末 台 1
 線量率測定器（モニタンリグ・ステーション) 式 24

 線量率測定器（簡易型モニタンリグ・ポスト) 式 80

 線量率測定器（可搬型モニタンリグ・ポスト) 式 64

 モニタリング活動用車両 台 5
 NaIシンチレーション 個 13

 中性子モニター 器 1

 ZnSシンチレーション 個 3

 サーベイメータ(ＧＭ管式) 基 20 6
 サーベイメータ(電離箱式) 基 13 1

 可搬型Ge半導体γ線スペクトルメータ 機 1

 Ge半導体γ線スペクトルメータ 機 3 1

 ローボリウムエアサンプラー 機 15
 ハイボリウムエアサンプラー 機 2

 特殊防護服 着 5

 ダスト用アンダーセンサンプラー 機 2
37

 防護服(タイベックスーツ) 着 480 65
 防護マスク(全面) 個 92

 防護マスク用フィルター 枚 960

 防護マスク(半面) 個 96

 長靴 足 288
 帽子 枚 480

 綿手袋 双 480

 オーバーシューズ 枚 2,400 24

 ゴム手袋 双 2,880 24
 靴下 足 480 靴下 足 480

 アラーム付き個人被ばく線量計 器 20

 電子式個人線量計(ポケット線量計) 器 814 60

 体表面モニター 台 1
 ハンドフットクロズモニター 式 2 2

 表示装置(6面液晶ディスプレイ) 台 1

 プリンタ 台 1

 パーティションスタンド 器 19
 気象データ表示装置 台 1

 発電機 機 5

 トランシーバ 台 10

 就寝用具等 Set 20
 除染シャワーテント 張 2

 ヘリスポット用着陸支援機材 式 1

 防護区画写真パネル 台 4

 食料(アレルギー対応) 食 21,950
 携帯電話 台 15

ワイドスターⅡ

 分離型衛星通信システム 台 1

 可搬型衛星携帯電話 台 2

 ホールボディカウンタ 式 1
 サーベイメータ(シンチレーション） 基 6 1

 電子線量計 個 20

 サーベイメータ(スペクトロ) 器 1

 CAPTUS3000ｻｲﾄﾞﾛｲﾄﾞｱｯﾌﾟﾃｰｸｼｽﾃﾑ 式 1
 CAPTUS3000ｳｪﾙｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 式 1

 収納ケース 個 13

 サーベイメータ(中性子) 器 1

 サージカルマスク(1箱50枚) 箱 1
 微粒子マスク(1袋10枚) 袋 2

 ゴーグル 個 5

 ディスポ帽子(1箱100枚) 箱 1

 ディスポ手術衣 着 15
 防塵マスク 個 33

 除染ベッド 台 1

 作業靴 足 50
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 除染キット Set 5 1
 掃除機 台 1

 ルームヨウ素モニター 台 1

 ヨウ素剤(50褂/粒) 丸 123,100

 ルームガスモニター 台 1
 ポータブル無菌室 器 1

 液体廃棄物保管庫 個 1

 固体廃棄物保管庫 器 4

 電子防湿保管庫 器 2
 保管棚 竿 6

 ヨウ素剤(25ｇ/瓶) 本 40 37

 台車 台 1

 全身特殊防護服 着 10
 空気ボンベ(空気呼吸器用シリンダー) 本 20

10
 空気呼吸器用広角面体 個

 空気呼吸器 個

10
 移動式簡易洗浄機 台 1
 防護服用マイクロホンセット 個 25

1
 防災倉庫 棟

 防災資機材搬送車両 台

5
 デジタルカメラ 台 2
 プロジェクター 台 1

1
 リヤカー 両

 スクリーン 枚

1
 フラッシャーバー 本 20
 エアーテント 張 2

1
 工具一式 式

 避難誘導交通制御板 機

1
 放射線防護楯 枚 2
 暖房機器 器 2
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号外第 27号 島  根  県  報 平成 30年３月 23日 

資機材名称：  水防資材器具

防災資機材品目名(規格等)

隠岐支庁
県土整備局

松江県土
整備事務所

出雲県土
整備事務所

県央県土
整備事務所

県央県土
大田事業所

浜田県土
整備事務所

 かけや(掛矢) 丁 10 69 10

城北水防倉庫
隠岐合同庁舎

堂形水防倉庫
東津田水防倉庫
広瀬水防倉庫

(大津水防倉庫) (川本水防倉庫) (大田水防倉庫)
河内水防倉庫
江津水防倉庫

4 16 20
18 15 19

 スコップ 丁 100 122 110 43 112 100
 鋸(のこぎり) 丁 23 41 16

 ツルハシ 丁 19 58 15 14 25 37
 おの（斧） 丁 2 37 13 7 10 10
 たこづち(蛸槌) 丁 2 7 11 1 2 7
 くわ(鍬) 丁 32 52 46 24 30 28
 ギムネ 丁 5 20 1
 ペンチ 丁 10 37 5 11 8 23
 なた(鉈) 丁 5 29 10 14 10 13
 金棒 丁 11 5 6 11 34
 照明具 基 5 7 4 5 1
 救命胴衣 着 9 31 10 18 10 20
 てみ(手箕) 枚 53 168 25 11 46 58
 ハンマー 丁 8 37 10 10 10 8
 クリッパー 丁 10 6 8 3 4
 ジョレン 丁 8 20 20 19
 かま(鎌) 丁 30 25 40 26 30 30
 土のう製作器 個 1 7 1 1 1 1
 鉄線 kg 900 100 300 120 200
 竹 束 2
 杭(丸太) 本 101 173 800 26 50 390
 鉄杭 本

 杭(小) 本 83 420 20 25
 かすがい 本 800 200 47
 なわ(縄) 玉 29 162 58 65 125
 むしろ(筵) 枚 40 66
 空俵 枚 1,500
ビニール袋 枚 4 100 26 400 5 800 6 600 7 400 7 000 ビニ ル袋 枚 4,100 26,400 5,800 6,600 7,400 7,000
 麻袋 枚 900 1,520 100
 かます(叺) 枚 9 1,409 250 900
 ロープ ｍ 200 4,500 3,000 200 300
 メガホン 個 2
 針金 kg 101 150 10 15
 ビニールひも 玉 16 65 2
 コモ 枚 25
 防水シート 枚 11 17 50 8
 鋼管 本 2
 塩ビパイプ 本 2 2
 水防マット 枚 2
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号外第 27号 島  根  県  報 平成 30年３月 23日 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

資機材倉庫・車庫
レスキュー車登載
コンテナ車登載

資機材庫
大輪車庫

(Ａ倉庫・車庫) 装備品倉庫
温泉津広域交番倉庫

二機倉庫
車庫・行政室

(資機材倉庫)
装備品倉庫
備蓄倉庫

車庫・執務室

松江警察署 出雲警察署 大田警察署 川本警察署 江津警察署 浜田警察署

資機材名称：

防災資機材品目名（規格等）

県警機動隊

4 2
 チルホール 個 3
 油圧ジャッキ 基 1 1 3

3 2 1 5 投光機(＊) 基 7

3 2 6
 リヤカー 両 1
 チェンソー(＊) 器 7 6 6 2

1 1

 救命索発射機(＊) 機 2
 直流交流交換器 器 1

 マネキン 体 1
 生存者探査機 機 1

1 1 1 1 1

 60秒テント 張 1
 簡易テント 張 1 1

 ハーネス(＊) 個 4
 梯子(＊) 脚 7

 ザイル 本 2
 レンジャーロープ(50ｍ) 本 1

1

1
 滑車 個 6
 救助用具セット(＊) 式 3

 カラビナ 個 20
 エイト環 個 2

 ドンゴロス 枚 3
 雑ロープ(リュック入り) 個 10

 スコップ 本 5
 バール 本 5

1
 強力ライト 個 10
 ハンマー 本 5

30 11 10 28 12 28

 ガス検知器(XP-320M) 器 1
 遺体収容袋 箱 3

 携行缶(25L) 缶 2
 ガラスカッター 個 2

3
レスキューチェンソー(＊) 機 6
 携行缶(ｶﾞｿﾘﾝ) 缶 2 2

 警察が災害時において使用し得る資機材

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

 レスキューチェンソー(＊) 機 6

 シャックル 箱 4
 レスキューブロック(＊) Set 2

 レンヘル 個 10
 ワイヤー 箱 4

 ウィンチ(＊) 機 3
 救助用重量物排除用具 式 2

 伸縮式画像探索機(＊) 機 2
 プロアイ 個 1

 空気呼吸器(＊) 器 29
 ストロボライト 器 10

 エンジンウィンチ(＊) 機 2
 人工蘇生器 Set 1

27

2 2 4
 立禁テープ 箱 3
 エンジンカッター(＊) 器 7 3 5 1

12
 ボルトクリッパー(＊) 個 14
 弁慶(＊) 個 14 4

 バスケットストレッチャー 台 2
 コードリール 巻 4

3

 レスキューチューブ 本 2
 スリング 帯 10

 三連梯子(＊) 脚 2
 探索棒 本 22

 携帯用コンクリート破壊用具 機 2
 レスキューパンチャー Set 3

 空気呼吸器用ボンベ(150) 本 12
 空気呼吸器用ボンベ(300) 本 6

2 5
 発動用発電機(＊) 基 9
 担架セット(＊) 台 2 3 3

 エバックハーネス 個 2
 救助用支柱用具(＊) Set 2

3 3 2 2 1 9

 消毒液 缶 1
 救助用三脚(＊) 脚 2

1

 
17



号外第 27号 島  根  県  報 平成 30年３月 23日 

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

 エンジンカッターⅡ型(＊) 機 2
 絶縁手袋 双 6

1
 バルーン型投光機(＊) 機 4
 削岩機(＊) 基 6 1

 ミニレッカー(＊) 台 9
 電気ハンマードリル(＊) 機 3

 折りたたみ運搬車(＊) 台 1
 エアダスター 本 2

 ゴアテックス合羽 着 20
 簡易トイレ用凝固剤 個 102

11 7 32
 手袋(薄手) 双 24
 ゴム付き胴長靴 着 24 31 26 11

 パイルマット 枚 14
 手袋(厚手) 双 33

 つるはし 本 0
 感染防止セット Set 32

12 7 20
 可搬式標識 器 0
 のこぎり 本 0 24 13 4

7 34 21 4 11 35

4 5 15
 ゴム長手袋 双 0
 とびくち 器 0 21 17 7

1

3 5 26
 救命ボート(折畳式) 艇 0
 踏み抜き防止板 器 0 14 26 11

31 52 20 14 7 26

2 1 2
 救命ボート(ゴム式) 艇 0
 船外機 機 0 1 1

1 1

1
 信号機電源付加装置 式 0
 救命ボート(プラスチック) 艇 0 1

1 1 1 1 1

300 100 900
 寝袋 袋 0
 緊急通行車両確認標章 個 0 500 500 100

8 2 1

14 31 28
 簡易トイレ 個 0
 毛布 枚 0 50 48 23

36 24 10 12 7 26

1 1 3
 ゴーグル 個 0
 簡易トイレセット 個 0 3 3 1

321 254 598 182 378 454

300
 救命索発射銃薬莢 箱 0
 土嚢袋 枚 0

31 26 11 12 7 26

1
救命胴衣 着 0
 チェンソーオイル 缶 0 1

7

170 6499

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

 救命胴衣 着 0
3

 ベンリーテント(更衣用) 張 0
 救命浮環 個 0 2

170 64

2
 金てこ 本 0
 木槌 本 0

1 3

3
 鎌 本 0
 なた 本 0

47 5

1
 探索用カメラ 式 0
 遠照射ライトシステム 式 0

6 5

21
 レスキューキット 式 0
 災害用ヘルメット 個 0 31

1

5
 衛星携帯電話 器 0
 拡声器 個 0 5

1 2

6
 天幕テント(＊) 張 1
 ゴージャッキ 台 0 1

1 1

 地下埋設物探知機(＊) 機 2
 四方幕(＊) 張 1

 プッシュプルラム(＊) 式 1
 エアツール(＊) 式 2

 可搬式高圧放水器(＊) 台 2
 クイックチェーン(＊) 式 1

 スケッドストレッチャー(＊) 式 2
 災害救助活動用防寒服(＊) 着 48

 部隊用緊急補給装置(＊) 台 1
 冷凍冷蔵庫(＊) 台 1

 酸素溶断機(＊) 台 1
 ナビゲーション(＊) 台 4

 エアーテント(＊) 張 1
 破壊用具(＊) 台 10

 エアージャッキ(＊) 台 2
 油圧式ボルトクリッパー(＊) 台 3

 小型レスキュ－ツール(＊) 式 1
 手工具セット(＊) 式 5
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132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

(*)　国有物品が含まれる品目である。

 携帯用コンクリート破壊用具(＊) 式 2
 テントセット(＊) 式 3

 充電式鉄筋カッター(＊) 台 1
 エアダスター(＊) 台 1

 担架セットⅡ型(＊) 式 1
 現場指揮所セット(＊) 式 1

 エアバックセーフティ－(＊) 個 2
 応急手当セット(＊) 式 1

 耐電衣セット(＊) 式 5
 排送風機(＊) 台 1

 乳幼児被災者用安全帯(＊) 式 1
 発光ワイヤーロール(＊) 台 1

 電動コンビツール(＊) 式 1
 エア救助マット(＊) 式 1

 根切りチェンソー(＊) 台 1
 救助用作業台(＊) 台 1

 救急セット(＊) 式 1
 折りたたみ式自転車(＊) 台 1

 陸上救助用訓練人形(＊) 体 1
 水難救助用訓練人形(＊) 体 1
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島根県監査委員公表第２号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定により実施した平成29年度財政的援助団体等監査の結果に関

する報告を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。

平成30年３月23日

島根県監査委員 生 越 俊 一

同 岩 田 浩 岳

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇

号外第27号 島 根 県 報 平成30年３月23日
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第１ 監査の概要

１ 財政的援助団体等監査の趣旨

地方自治法第１９９条第７項 の規定に基づき、県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償等の財政的援助(注1)

を与えている団体、資本金、基本金等を出資している団体、借入保証等をしている団体及び公の施設 の管理を行わ(注2)

せている団体並びに財政的援助等を行っている所管課を対象とし、県による財政的援助等の妥当性、団体における公

金の執行状況の適正性等の観点から監査を実施した。

地方自治法第１９９条第７項(注1)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団

体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他

の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもの

で政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方

公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項

の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。

公の施設(注2)

住民の福祉を増進させることを目的として、その利用に供するために普通地方公共団体が設置する施設（学

校、美術館、ホール、体育館、県営住宅や公園等）。

２ 監査対象団体及び実施団体

⑴ 監査対象団体

監査対象団体は次のとおりである。

ア 財政的援助団体

① 県単独の制度により１千万円以上の補助金、交付金、負担金又は利子補給金（以下「補助金等」という。）

を交付した団体及び１千万円未満の補助金等を交付した団体のうち特に監査を実施する必要があると認めた団

体

② 県が貸付け又は損失補償をしている団体のうち特に監査を実施する必要があると認めた団体

イ 出資団体

県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資している団体

ウ 借入保証、信託に係る団体

県が借入保証又は信託（不動産の信託に限る。）をしている団体のうち特に監査を実施する必要があると認め

た団体

エ 公の施設の指定管理者

県が公の施設の管理を行わせているもの

⑵ 監査対象団体の概要

監査対象団体の平成２８年度末の状況は、次表のとおりである。

財 政 的 援 助 等 の 形 態 別 件 数
監 査 対 象

団 体 区 分 財 政 的 援 助 債 務 公 の 施 設 の
団 体 実 数 出 資

補 助 金 等 貸 付 金 損 失 補 償 保 証 指 定 管 理

一 般 社 団 法 人 ４ ４

公 益 社 団 法 人 ６ ５ １ １ ２

一 般 財 団 法 人 ３ ２ ２ １

公 益 財 団 法 人 １ ８ ７ ３ ３ １ ４ ７

地 方 独 立 行 政 法 人 １ １

学 校 法 人 ２ ２

号外第27号 島 根 県 報 平成30年３月23日
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社 会 福 祉 法 人 １ ３ １ ３

農 林 水 産 組 合 １ １

商 工 会 議 所 ・ 商 工 会 ２ ９ ２ ９

株 式 会 社 １ ２ ０ １ ３ ８

そ の 他 ２ ９ ２ ３ １ １ ３ １ ３

合 計 １ １ ８ ８ ７ ６ ５ ２ ４ １ １ ９(注 3)

(注3)１つの団体について補助金等、貸付金、出資等が重複している場合があるため、「監査対象団体実数」の合計と

「財政的援助等の形態別件数」の合計は一致しない。

⑶ 監査実施団体

平成２９年度は、上記監査対象団体の中から過去の監査実施状況等を考慮し、次の２１団体を選定し監査を実施

した。

監 査 対 象 と し た
監 査 実 施 団 体 名 所 管 課

財 政 的 援 助 等 内 容

１ 公立大学法人島根県立大学 総務課 補助金等

補助金等２ （一社）島根県私学教育振興会 総務課

（公財）ふるさと島根定住財団 しまね暮らし推進課 出資・補助金等３

４ （公社）島根県トラック協会 交通対策課 補助金等

出資・指定管理５ （公財）しまね女性センター 環境生活総務課

出資６ （公財）しまね国際センター 文化国際課

出 資 ・ 補 助 金 等 ・損 失 補
７ (公財）島根県環境管理センター 廃棄物対策課

償

８ 島根県歯科技術専門学校 医療政策課 補助金等

子ども・子育て支援課 補助金等９ （一社）しまね縁結びサポートセンター

補 助 金 等 ・ 貸 付 金 ・ 損 失
農業経営課

補償1 0 （公財）しまね農業振興公社

農地整備課 補助金等・貸付金

1 1 （公社）島根県野菜価格安定基金協会 農産園芸課 補助金等

出 資 ・ 補 助 金 等 ・ 貸 付 金
1 2 （公社）島根県林業公社 林業課

・損失 補償

補助金等1 3 (独)日本貿易振興機構松江貿易情報センター しまねブランド推進課

補助金等1 4 浜田港振興会 しまねブランド推進課

補助金等1 5 島根県中小企業団体中央会 中小企業課

補助金等・損失補償1 6 島根県信用保証協会 中小企業課

1 7 補助金等島根県商工会連合会 中小企業課

1 8 補助金等益田商工会議所 中小企業課

1 9 江津商工会議所 補助金等中小企業課

（公財）島根県建設技術センター 土木総務課 出資2 0

（公財）島根県暴力追放県民センター 組織犯罪対策課 出資2 1

３ 監査の実施方法、対象年度、範囲、視点、実施年月日及び監査の執行者

⑴ 実施方法

監査実施団体については原則として実地監査を行い、監査実施団体の所管課及び監査実施団体の一部については

書面監査により行った。
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⑵ 対象年度

監査は原則として平成２８年度を対象とし、必要に応じ平成２７年度及び平成２９年度も対象とした。

⑶ 範囲

監査の範囲は、補助金等、貸付金又は損失補償の財政的援助を与えている団体については、それら財政的援助に

関連する範囲とし、出資している団体については、団体の財務、会計、事業など経営全般とし、公の施設の管理を

行わせている団体については、管理に係る会計事務の執行や施設の維持管理を範囲とした。

⑷ 監査の視点

監査は、補助金等の財政的援助を与えている団体については、補助金等が公金として適切に執行され、交付目的

である成果が十分得られているか、出資している団体については、出資目的に沿って事業が運営されているか、ま

た、公の施設の管理を行わせている団体については、指定管理に関する協定書に基づき施設が適切に管理・運営さ

れているかなどの視点から行った。

⑸ 監査実施年月日

監 査 実 施 団 体 名 監 査 実 施 年 月 日

公 立 大 学 法 人 島 根 県 立 大 学 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ６ 日

（ 一 社 ） 島 根 県 私 学 教 育 振 興 会 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ ４ 日

（ 公 財 ） ふ る さ と 島 根 定 住 財 団 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ ４ 日

（ 公 社 ） 島 根 県 ト ラ ッ ク 協 会 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ ３ 日

（ 公 財 ） し ま ね 女 性 セ ン タ ー 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ８ 日

（ 公 財 ） し ま ね 国 際 セ ン タ ー 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ８ 日

（ 公 財 ） 島 根 県 環 境 管 理 セ ン タ ー 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ８ 日

平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日島 根 県 歯 科 技 術 専 門 学 校

平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日（ 一 社 ） し ま ね 縁 結 び サ ポ ー ト セ ン タ ー

（ 公 財 ） し ま ね 農 業 振 興 公 社 平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日

（ 公 社 ） 島 根 県 野 菜 価 格 安 定 基 金 協 会 平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日

（ 公 社 ） 島 根 県 林 業 公 社 平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日

(独)日本貿易振興機構松江貿易情報センター 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ ３ 日

浜 田 港 振 興 会 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ６ 日

島 根 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ３ １ 日

島 根 県 信 用 保 証 協 会 平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ３ １ 日

島 根 県 商 工 会 連 合 会 平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ３ １ 日

（ 公 財 ） 島 根 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ８ 日

（ 公 財 ） 島 根 県 暴 力 追 放 県 民 セ ン タ ー 平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ８ 日

所管課及び上記以外の監査実施団体については、事前に職員により実施した実地調査に基づき、書面監査を実施し

た。

⑹ 監査の執行者

監査の執行者は次のとおりである。

監査委員 生 越 俊 一

監査委員 岩 田 浩 岳

監査委員 錦 織 厚 雄

監査委員 後 藤 勇

なお、地方自治法第１９９条の２の規定により、生越俊一監査委員は、島根県信用保証協会について監査を行っ

ていない。
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第２ 監査の結果

監査結果（総括）Ⅰ

各監査実施団体別の監査結果はⅡ 監査結果（個別）に掲げるとおりであり、是正を求めて指導、指示する事項が

４件あったほかは、おおむね適正に処理されているものと認められた。

また、個別の意見を除き、監査全般を通じた意見は４件である。

なお、意見については、Ⅱ 監査結果(個別)に掲げた意見を含め、県報登載により公表し、指導事項及び指示事項

とともに該当する監査実施団体及び所管課に対し文書で通知する。

１ 指導事項及び指示事項

該当の団体、所管課に対し文書により是正を求めて指導、指示する事項は、次のとおりである。

（１件）⑴ 指導事項（団体）

ア 補助金の交付申請書の提出遅延があったもの

（３件）⑵ 指示事項（所管課）

ア 補助金の交付決定事務が適当でないもの

２ 意見

監査全般を通じた意見は、次の４件（団体３件、所管課１件）である。

⑴ 団体に対する意見

① 専門的知識等の習得・継承ができる体制の整備や研修機会の確保等を通じた職員の育成について【出資団

体】

出資法人等は、行政が直接対応することが困難又は行政が直接対応するよりも効果的・効率的に実施するこ

とが可能な分野で、民間の経営ノウハウ等を活かしながら公共的な事業を実施することを目的として設置され

た団体である。

昨今の出資法人等を取り巻く環境は、公益法人制度改革や労働法制をはじめとした各種の制度改正などによ

り変化しており、出資目的に沿った事業の推進はもとより、一事業主として組織運営の面でも、様々な対応が

求められてきている。

今回の監査では、団体の運営にあたり人材の確保や育成に努めているものの、団体設立時から在籍している

専門職員の退職により、事業を継続的に実施していくためのノウハウの継承が課題となっている団体、専門職

員の資質向上のための取組みを実施する余裕のない団体、また、少人数の職場において、産前産後休暇・育児

休暇、私傷病休暇等取得時の代替職員の確保など組織体制の維持に不安を抱えている団体などがあった。

ついては、各団体においては、限られた組織体制の中ではあるが、団体の設立目的と社会情勢や県民ニーズ

に対応した運営がなされるよう、若手職員が専門的知識やノウハウを習得し、人的ネットワークをスムーズに

継承できる体制を整備するとともに、各種研修機会の確保や研修に参加しやすい職場環境づくりを進め、団体

の継続的な運営を担っていく職員の育成に努められたい。

② 内部統制の充実について

業務量の増大や業務の複雑化が進む中で、違法行為、不正、ミスなどの不適正な事務処理が発生しないよ

う、組織自らが自律的に管理統制を行い、法令や所定の基準、手続き等に基づいて、業務の健全かつ効率的な

運営を確保する取組み（内部統制）が求められている。

このため、今回の監査では、この内部統制の仕組みや機能を紹介しながら、各団体における管理体制の確認

を行った。

多くの団体では、不適正な情報管理が行われる可能性や不適正な現金の出納・保管が行われる可能性がある

ことなどを認識し、様々な対策を講じるとともに、研修や会議等の場を通じて情報共有が図られていた。

具体的には、情報管理においては個人情報保護規程の整備や情報セキュリティ対策が実施されていた。ま

た、現金の出納・保管においては金庫の鍵の管理徹底、口座振込時における複数確認、稟議の実施等会計事務
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処理に係る基本的手続きの徹底が行われていた。中には、これらの事務に係るチェックリストやマニュアルを

作成している団体もあった。

一方で、一部の団体では、不適正な事務処理が発生するリスクはないとして特に対策を講じていない、ある

いは、こうしたリスクは認識しているものの、それらの回避策や情報共有が不十分なところもあった。

ついては、各団体においては、業務上のリスクについて認識し情報共有を図るとともに、その回避策や対処

法を具体的に検討した上で、できるところから取り組まれたい。

また、既に取り組んでいる団体については、回避策や対処法の不断の見直しを行い、業務運営の適正さを引

き続き確保されたい。

③ 中小企業等の事業承継に対する支援の強化について【該当商工団体】

県内企業は、９９．９％が中小企業・小規模企業（以下「中小企業等」という。）であるが、少子高齢化や

人口減少に加え、経済社会生活圏の広域化や国際化等の急速な進行により、その経営環境は厳しさを増してい

る。

このような中、平成２７年１２月に制定された「島根県中小企業・小規模企業振興条例」には、行政、中小

企業等支援団体、金融機関、教育機関等の役割が明記され、様々な取組みが実施されているが、地元の中小企

業等への就職率や定着率は依然として低迷し、事業継続に必要な人材確保が困難になっている。また、後継者

がいないことなどによる企業の廃業のみならず、業種によっては、その業界自体の存続が危ぶまれる状況にあ

る。

中小企業等支援団体（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、（公財）しまね産業振興財団等）は、そ

れぞれ個別企業に対し経営支援をはじめ、事業計画策定支援など各種の支援を行ってきたところであるが、特

に事業承継や後継者対策については、様々な要因によりなかなか進まない状況にある。

ついては、企業を直接支援している各支援団体が、行政や金融機関等との連携を強化するとともに、それぞ

れが有する情報の共有化による一元的な相談や各団体が持っている専門的なノウハウを活用した重層的な支援

を行うなど「伴走型支援 」の一層の充実を行い、効果的な事業承継対策に取り組まれたい。(注1)

伴走型支援とは(注1)

地域の中小企業・小規模企業からのあらゆる相談に対応する 前線の拠点である支援団体（商工会等）

等が、「地域に密着した「顔の見える」支援」、「幅広い相談に対応可能」、「小規模企業支援のノウハ

ウを持っていること」を強みとし、県や市町村との連携も取れた、事業計画の策定や着実な実施等を事業

者に寄り添って継続的に支援することをいう。

⑵ 所管課に対する意見

① 団体の規程が県準拠となっている場合の県規程改正等の情報提供について【該当所管課】

団体の給与規程、旅費規程、会計規則等の規程において、「県に準ずる」、あるいは「県の例による」こと

としている団体が多くあった。これらの団体に対して、特に年度途中に改正された県規程の内容が速やかに伝

えられていないなど規程改正等に関する情報提供が十分でない例が見受けられた。

過去の監査においても、団体において必要な情報が円滑に提供されるようにとの意見を述べたところである

が、所管課の担当者の交代等に伴い、こうした取扱いの徹底が薄れてきていると考えられる。

ついては、団体の適切な業務執行を確保する観点から、県の給与、旅費、会計事務等についての正しい処理

方法や規程改正等に関する情報等、団体として必要な情報を円滑に提供されたい。

監査結果（個別）Ⅱ

１ 団体名 公立大学法人島根県立大学 所管課 総務課
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１ 団体の概要

平成１９年４月１日⑴ 設立時期

（地方独立行政法人として、島根県立大学及び島根県立大学短期大学部を設置・運営）

⑵ 設立目的

豊かな自然と歴史を持つ島根県における教育研究の拠点として、幅広い教養と高い専門性を備え、北東アジアをは

じめとする国際的な視野を持ちつつ地域に貢献し、創造性豊かで実践力のある人材を育成するとともに、地域に知の

還元を行うことで、地域社会の活性化及び発展に寄与し、さらに国際社会に貢献することを目指し、大学を設置し、

管理する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 公立大学法人島根県立大学特殊要因経費補助金

① 内容

地方独立行政法人法第４２条の規定に基づき、設立団体として、大規模修繕、大規模システム整備等の施設・

設備の整備に要する経費や災害に伴う経費など法人の責によらない突発的な経費に要する経費等について交付す

る。

１２５，２０６千円② 補助金額

⑵ 交付金

ア 公立大学法人島根県立大学運営費交付金

① 内容

地方独立行政法人法第４２条の規定に基づき、設立団体として、法人や大学の運営に必要な経常的経費等につ

いて交付する。

１，８５２，０７６千円② 交付金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 大学の地域連携と地域に貢献する人材の育成・輩出について

県立大学は、県の高等教育の拠点として、大学の魅力・特色を発揮すると同時に、地域の将来を支える人材育

成や産業の発展に貢献するなど地方創生にとって重要な役割を担っており、今後、地域課題解決のための研究の

推進や地元企業等が求める人材の育成に取り組むことにより、地域に貢献する大学として県民の期待に応えてい

かなければならない。

これまで県立大学は、大学憲章に謳う「地域のニーズに応え、地域と協働し、地域に信頼される大学」の実現

(注1)を目指し、高い専門性と実践力を有する人材を県において育成するために「しまね地域マイスター」認定制度

（県立大学）や「履修証明プログラム 」（短期大学部）を開設するなど、県民や学生の地域活動を支援するこ(注2)

により、地域に開かれた大学として、一定の役割を果たしてきた。

現在、県では、第３期中期目標（Ｈ３１～Ｈ３６）の策定にあたり、有識者会議の提言を踏まえて、検討を進

めているところであり、今後、県立大学では、この目標を達成するための中期計画を作成することとなる。

ついては、中期計画の作成にあたっては、県立大学が県民の期待に応えて安定的かつ持続的に地域に貢献する

人材の育成・輩出ができるよう、県・市町村、地域の各機関や地元企業との連携を一層深め、具体的かつ実効性

のある方策を盛り込むとともに、全学一体となってその計画の達成を着実に推進されたい。
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しまね地域マイスター認定制度とは(注1)

島根県における地域課題に対して様々な取組みを通じて、①地域事情に精通し、②地域主体を繋げるコー

ディネート力があり、③熱意を持ち課題解決に取り組める実践力を持った人材を育成するもので、地域のあ

らゆる分野に精通した学生を認定する、県立大学独自の学士認定制度。卒業時には、自ら課題に向き合い、

考え、解決に向けた行動力のある人材として社会に飛び出すことができることを目標とする。

履修証明プログラムとは(注2)

社会人などを対象とした新しい履修・学習の証明制度。現在、県立大学（短期大学部）では８つの学習プ

ログラム（履修証明プログラム）を開設し、修了者に対して、履修証明書を交付している。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

地域に貢献する大学運営（中期目標の策定）について

公立大学法人である県立大学の運営は、地方独立行政法人法に基づき、設立団体である県が定めた６年間の中期

目標を踏まえ、計画的に取り組むこととされている。

現在、県では、第３期中期目標（Ｈ３１～Ｈ３６）の策定にあたり、各キャンパスにおける現状と課題、人材育

成の方針、地域が求める県立大学のあり方等必要な事項について、有識者会議の提言を踏まえて、検討を進めてい

るところである。

今回の監査では、浜田キャンパスの総合政策学部においては、国際関係、北東アジア、社会経済、地域政策の４

つの履修プログラムを展開しているが、北東アジアプログラムは学習内容が就職に結びつきにくいことなどから、

近年志望者が１割未満に留まっていること、大学院（北東アジア開発研究科）生の多くは外国人留学生が占めてお

り、修了後は帰国して就職する者が大半であること、また、地元からは地域系学部・学科の設置や地域に貢献する

人材の育成を求める声が強いことなどが確認された。

ついては、県立大学は、高等教育の拠点として、地域から求められている地域研究や人材育成に取り組むことが

重要であることから、中期目標の策定にあたっては、各研究分野における地域貢献等の状況、分析を十分に踏まえ

た学部・学科のあり方や、地域の声を積極的に大学運営に生かす仕組みづくりを検討されたい。

２ 団体名 （一社）島根県私学教育振興会 所管課 総務課

１ 団体の概要

昭和３９年１２月７日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県における私立学校教育の振興を図り、もって教育文化の発展昂揚に資する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県私学教育振興会補助金

① 内容

振興会の健全な発展を図るため、振興会が私学教育振興のために行う研修事業、広報活動事業等に要する経費

を補助する（県１／２）。

５，１２９千円② 補助金額

イ 島根県私学教育振興会退職金資金給付事業補助金

① 内容
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私立学校教職員の福祉の増進を図り、教職員の定着確保を期するため、振興会が行う退職金資金給付事業に要

する経費を補助する。

４５，２３８千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

３ 団体名 （公財）ふるさと島根定住財団 所管課 しまね暮らし推進課

１ 団体の概要

平成４年９月３日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

活力と魅力ある地域づくりを推進するとともに、若年者の就職支援対策等を重点的に実施することにより、新規学

校卒業者を中心とする若年層の県内就職と県外からのＵＩターンの促進を図り、本県における人口定住に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ４１７，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

若年者の県内就職促進のための情報提供事業やキャリア形成支援、企業理解の場の創出等、県外からのＵＩター

ン促進のための定住総合情報の提供やＵＩターン希望者等の受入れの強化、また、活力と魅力ある地域づくり促進

のための地域の活性化を担う人々等の連携支援等に係る事業

⑵ 補助金

ア ふるさと島根定住支援補助金

① 内容

本県の重要課題である定住対策を積極的に推進するため、財団の事業費等を補助し、活動の円滑な推進を図

る。

４６９，４１０千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

定住対策の促進について

財団は、若者を中心とした県内就職支援、県外からのＵＩターンの促進、活力と魅力ある地域づくりの促進の３

つを柱として様々な活動を展開し、定住対策に取り組んできている。

こうした中、県における充実した支援制度への認知度の向上、各市町村の定住支援対策の強化などにより、ＵＩ

ターン者数は増加してきている。しかしながら、全国的な地方創生の取組みによる地方への人の流れの奪い合いや
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都市部での景気の好転による人材の獲得競争が厳しくなっており、今後の本県の定住対策に財団の果たす役割はま

すます重要になっている。

ついては、引き続き県内就職者やＵＩターン者の増加及び活力と魅力ある地域づくりの推進を目指した定住対策

に取り組まれたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

定住対策の促進について

財団は、平成４年の設立以来、若年層の県内就職の促進や県外からのＵＩターンの促進等に取り組み、本県の

重要施策の一つである定住の推進に大きな役割を果たしてきた。島根県総合発展計画（第３次実施計画）、まち・

ひと・しごと創生島根県総合戦略の定住施策においても、人口定住は基本目標の１つに掲げられており、定住促進

に係る各種事業において豊富な実績と経験を有する財団の役割は一層重要となっている。

ついては、財団に対する意見で述べたように、引き続き財団と連携し、定住対策の促進に取り組まれたい。

４ 団体名 （公社）島根県トラック協会 所管課 交通対策課

１ 団体の概要

昭和３１年１月２３日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって事業の健全な発達を促進し、公共の福祉

に寄与するとともに、事業の社会的、経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図る。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県運輸事業振興助成補助金

① 内容

軽油引取税の税率引上げが、営業用のバス及びトラックの輸送コストに与える影響等を考慮し、公共輸送機関

の輸送力の確保、輸送コストの上昇の抑制を図るため、(公社)島根県トラック協会が実施する次のような事業に

ついて補助金を交付する。

・交通安全・事故防止対策（ドライブレコーダー、バックモニター装置等導入助成、ドライバー再教育研修会の

実施等）

・貨物自動車運送適正化事業（巡回指導、街頭パトロールの実施等）

・環境保全対策（低公害車導入助成、エコドライブ研修会の開催等）

・緊急・救援輸送対策（緊急物資の輸送体制整備、防災訓練参加等）

・中小企業等対策（事業者研修会の開催、近代化基金融資制度等）

・(公社)全日本トラック協会への出捐

１０４，６５６千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体
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ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

５ 団体名 （公財）しまね女性センター 所管課 環境生活総務課

１ 団体の概要

平成１０年１０月１２日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県立男女共同参画センターを拠点として、男女のあらゆる分野での共同参画を促進するための事業を総合的に

展開することにより、男女共同参画社会の実現に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：８９．２％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

男女共同参画社会の実現に関する相談事業、情報収集及び提供事業、調査研究事業、学習・研修事業並びに個

人・グループ・団体等の活動及びネットワークづくりへの支援事業など、男女共同参画社会形成推進のための事業

⑵ 公の施設の指定管理

ア 男女共同参画センター(あすてらす)(所在地 大田市）

① 指定管理業務の内容

・施設及び設備の使用の承認に関する業務

・施設及び設備の使用に係る使用料の徴収に関する業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・島根県女性相談センター西部分室及び島根県西部県民センター県央事務所の施設及び設備の維持管理に関する

業務

平成２７年度～平成３１年度② 指定期間

９２，１２４千円（平成２８年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

６ 団体名 （公財）しまね国際センター 所管課 文化国際課

１ 団体の概要
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平成元年１１月１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

多文化共生の地域づくりと県民主体の国際交流活動を促進するとともに、諸外国との相互理解と協力関係を深め、

地域の活性化と国際化に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １，０１２，５００千円（県出資比率：７８．６％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

① 多文化共生地域づくり事業（外国人住民の総合的な生活等支援）

・外国人・地域住民インフォメーション事業

・コミュニティ通訳ボランティア派遣事業

・留学生支援事業

・多文化共生啓発事業

・外国人住民日本語研修事業

・ボランティア登録・活用事業

・多文化共生推進事業

・ボランティア研修事業

② 国際交流・協力事業

・世界とつながる島根づくり助成事業

・海外移住者等支援事業

・国際交流団体等連携協力事業

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

７ 団体名 (公財)島根県環境管理センター 所管課 廃棄物対策課

１ 団体の概要

平成４年３月４日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

産業廃棄物の処理に関する事業を行い、地域社会の健全な発展と地球環境保全、自然環境保護に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ７０，０００千円（県出資比率：３１．２％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

産業廃棄物 終処分場「クリーンパークいずも」の管理運営

 
31



号外第27号 島 根 県 報 平成30年３月23日

⑵ 補助金

ア 公共関与最終処分場経営安定化対策事業補助金

① 内容

センターが処分場（管理型第１期）の建設費用として金融機関から借り入れた資金に係る償還金の一部を補助

する。

１５８，８００千円② 補助金額

イ 公共関与産業廃棄物最終処分場確保対策事業費補助金

① 内容

センターが設置する処分場（管理型第３期）の整備に要する費用の一部を補助する。

４３５，５６４千円② 補助金額

ウ 公共関与産業廃棄物最終処分場周辺対策事業補助金

① 内容

センターが実施する処分場（管理型第３期）整備の円滑な推進のために要する費用を補助する。

４５，６８５千円② 補助金額

⑶ 損失補償

① 内容

センターが処分場（管理型第１期、管理型第３期）の建設費用として金融機関から借り入れた資金に関し損失補

償を行う。

２，８０５，７９３千円② 平成２８年度末損失補償債務残高

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

処分場の更なる経営安定化について

既存の第２期管理型処分場は、平成２８年度において満杯となることから新たに第３期管理型処分場を整備し、

その整備財源として長期借入金が新規に発生している。また、既存処分場についても整備財源とした借入金の償還

が続く一方で、浸出水処理施設や管理施設等を維持・管理する必要があり、多大な経費を要する状況にある。

このため、これまで据え置かれていた利用料金の見直しをするなど財源確保対策を図っているが、今後、リサイ

クルの進展に伴う廃棄物の減量化により、利用料収入は減少することが見込まれることから、中長期的な視点に立

った更なる経営の安定化に努められたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

８ 団体名 島根県歯科技術専門学校 所管課 医療政策課

１ 団体の概要

昭和５２年１２月２３日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

歯科衛生士及び歯科技工士になろうとする者に必要な知識を授け、その特性を涵養する。

⑶ その他
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設置者は、一般社団法人島根県歯科医師会である。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県歯科技術専門学校運営費補助金

① 内容

島根県歯科技術専門学校における教育内容の充実と向上を図り、医療機関における歯科技術者の不足の解消を

図るため、歯科技工士養成所運営事業及び歯科衛生士養成所運営事業に係る経費を補助する。

２７，０４３千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

歯科衛生士養成に向けた取組みについて

歯科診療所では、特に県西部や隠岐地区において歯科衛生士が不足している状況にある。

このような状況に対応するため、学校においては「県内西部・隠岐地区出身在学生支援制度」により支援を希望

する該当地区出身学生への助成や地区歯科医師会と連携した高校訪問のほか、老朽化が進んだ実習設備の一部を更

新し学習環境を整備するなど、入学者の確保に努めてきた。

今後は、高齢化の進展に伴い口腔ケアの需要も高まることから、人材を養成する学校に対して、更なる期待が寄

せられている。

ついては、高まる需要に対応するために、関係機関等との一層の連携や必要な環境整備を図り、歯科衛生士の養

成に努められたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

歯科衛生士養成に向けた取組みに対する支援について

今後、歯科衛生士に対する需要の高まりが予想されることから、引き続いて人材確保に向けた取組みを行う必要

がある。

ついては、歯科衛生士をめぐる動向を注視し、適切な人材確保が図られるよう、県内で唯一歯科衛生士を養成し

ている学校への支援のあり方について検討されたい。

９ 団体名 （一社）しまね縁結びサポートセンター 所管課 子ども・子育て支援課

１ 団体の概要

平成２８年４月１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

結婚を望む独身男女の出会い、結婚の支援を行う。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア しまね縁結びサポートセンター管理運営費補助金

① 内容
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独身男女の結婚したいという希望をかなえるため、行政、農林関係団体、商工関係団体及びボランティア団体

などが連携して取り組むしまね縁結びサポートセンターの管理運営に要する経費に対して補助する。

３３，８７１千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

しまね縁結びサポートセンターの運営について

平成１９年度からスタートした縁結びボランティア「島根はっぴぃこーでぃねーたー（通称はぴこ）」制度を核

にして、平成２７年度に設立された「しまね縁結びボランティア協議会」の公的な結婚支援対策を引き継ぐ組織と

して新たに設立されたセンターであり、「はぴこ」との連携が不可欠となっている。

また、法人移行後の年数も僅かなことから、県からの職員派遣を受けて事業運営に当たるとともに、会計事務に

ついては、民間会計事務所の会計指導を受けながら、専ら一人の職員で処理している。

ついては、センターの事業運営の円滑化に向けた「はぴこ」や関係団体等との連携及び会計処理等の事務の適正

化に向けた体制整備に努められたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

しまね縁結びサポートセンターの運営支援について

平成２８年度は、センターが一般社団法人へ移行して初年度となることから、県職員１名を団体へ派遣しその支

援を行ってきたが、より効率的・効果的な業務執行に努め、成婚者数の増加につなげるために、平成２９年度には

県からの派遣を１名増員するなど、立ち上がり支援としての体制強化を図ってきた。

独身男女の結婚したいという希望をかなえるためには、行政やボランティア、コミュニティ（自治会等）、企業

などが一体となって啓発や出会いの場の創出、相談・マッチング等の幅広い取組みを進める必要があり、これらの

取組みを円滑に進めるためには、センターの果たす役割がますます重要になってくる。

ついては、センターが実施する事業の成果等を検証しながら、中長期的な視点に立った支援のあり方について検

討されたい。

農 業 経 営 課
１０ 団体名 （公財）しまね農業振興公社 所管課

農 地 整 備 課

１ 団体の概要

昭和４５年８月１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県農業の発展に必要な農地利用の合理化、農業の担い手の確保育成、農業の生産基盤の整備及び農業構造の改

善を図り、もって島根県農業の振興及び農村社会の発展並びに国土の有効利用に寄与する。

⑶ 県の出資状況

公社の設立に際し、基本財産を出資している。

なお、出資団体の監査は、県出資比率が４分の１以上のものを対象としていることから、出資団体としての監査は

実施しなかった。
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出資金額 １，０００千円（県出資比率：０．４％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 農地集積・集約化対策事業費補助金

① 内容

農業の担い手へ農地の集積・集約化を図るために、農地の出し手の掘り起こし、農地の受け手探し、契約に係

る事務処理や関係機関と連携した推進活動などを行う農地中間管理機構として指定された公社の組織体制の強化

に必要な経費を補助する。

７，０１２千円② 補助金額

イ ２１世紀新農業担い手育成確保事業費補助金

① 内容

２１世紀のしまね農業を担う優れた新規就農者を確保・育成することを目的として、就農志向段階から新規就

農及び就農初期の段階まで幅広い支援を行うために公社が実施する就農相談･支援活動事業等に必要な経費を補

助する。

１５，５０２千円② 補助金額

ウ 新規就農者等育成確保推進事業費補助金

① 内容

農業・農村の担い手を育成・確保するため、公社が実施する就業プランナー・ＰＲ強化事業及び研修受入農家

助成事業に必要な経費を補助する。

２４，６１５千円② 補助金額

エ 中海干拓農地保有合理化促進事業補助金

① 内容

中海干拓農地（揖屋・安来地区）の速やかかつ円滑な売渡しを行うため、公社が実施する売渡し・貸付け促進

及び体制整備に要する経費、農家の農地取得の負担軽減のための営農助成金交付に必要な経費を補助する。

１２，４０４千円② 補助金額

⑵ 貸付金

ア しまね農地保有合理化資金貸付金

① 内容

農業の担い手へ農地を利用集積するため、公社が実施する農地保有合理化事業に必要な資金を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２７年度末残高 ０千円

平成２８年度貸付額 ５０，０００千円

平成２８年度返済額 ５０，０００千円

平成２８年度末残高 ０千円

イ 就農支援資金貸付金

① 内容

青年農業者等の育成を図るため、公社が実施する認定就農者に対する就農研修資金、就農準備資金の貸付けに

必要な資金を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２７年度末残高 ４０，４３８千円

平成２８年度貸付額 ０千円

平成２８年度返済額 ９，４０４千円
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平成２８年度末残高 ３１，０３４千円

ウ 中海干拓地貸付金

① 内容

中海干拓農地（揖屋・安来地区）について、平成元年９月２８日に金融機関から借り入れた中海干拓事業負担

金の一括償還に係る資金を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２７年度末残高 １，５２０，８７７千円

平成２８年度貸付額 ０千円

平成２８年度返済額 １７９，５８０千円

平成２８年度末残高 １，３４１，２９７千円

⑶ 損失補償

ア 農地保有合理化事業に係る損失補償

① 内容

公社が農地保有合理化事業を実施するために金融機関等から借り入れた資金に関し損失補償を行う。

３９６千円② 平成２８年度末損失補償債務残高

イ 農地中間管理機構特例事業に係る損失補償

① 内容

公社が農地中間管理機構の特例事業を実施するために金融機関等から借り入れた資金に関し損失補償を行う。

１１，９８７千円② 平成２８年度末損失補償債務残高

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 農地中間管理事業への適切な対応について

都道府県ごとに農地中間管理機構を設置し、小規模な農地や分散している農地を集めて、意欲ある農業者（農

家や法人）に貸し出す仲介役を担わせる制度として、平成２６年度に創設された農地中間管理事業については、

当公社が「農地中間管理機構」として島根県から指定を受けて事業を実施している。

国から割り当てられた集積目標面積の達成を目指して、今後は、県、市町村、農業委員会、農地利用集積円滑

化団体等との連携を一層強化し、外部委託の推進や現場ニーズを踏まえた現地駐在員の配置により、事業を推進

していく必要がある。

ついては、円滑な業務の実施に向けて体制の充実や外部委託等について検討され、適切な対応に努められた

い。

② 中海干拓農地の売渡し等の促進について

中海干拓農地の売渡し等に当たっては、農地価格を据え置くとともに、入植促進農地貸付事業の見直し（取得

前提制度及び一時貸付制度を廃止し長期貸付制度に変更、貸付面積要件も３区画（９０ａ）から１区画に緩和）

や農地等取得支援事業の活用により、認定農業者、農地所有適格法人、Ｉターン等の新規就農希望者及び農業参

入を目指す企業などに対する働きかけを進めてきた。

こうした促進策により、干拓農地全体面積３３１．１ｈａのうち、平成２８年度末の売渡し面積は２９０．６

ｈａ（８７．８％）、長期貸付面積は２８．２ｈａ（８．５％）となり、未利用地（公社管理農地）の解消も図

られつつあるが、引き続きその売渡しに取り組んでいく必要がある。

ついては、今後とも関係機関と連携し新規就農希望者等に各種支援制度のＰＲを積極的に行い干拓農地の売渡
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しに努められたい。

また、公社管理農地の減少は、土地改良賦課金や草刈り等の維持管理経費の縮減につながるため、干拓農地の

有効利用にも取り組まれたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

① 農地中間管理事業への適切な対応について（農業経営課）

公社に対する意見で述べたように、農地中間管理事業の業務が円滑に実施されるよう、公社との連携を密にし

て適切な対応に努められたい。

② 中海干拓農地の売渡し等の促進について（農地整備課）

長期貸付を拡大することは、農業振興や県の財政負担の軽減につながるものの、未売却農地として残ることに

なるため、公社と一体となって更なる売渡しの促進に努められたい。

１１ 団体名 (公社)島根県野菜価格安定基金協会 所管課 農産園芸課

１ 団体の概要

昭和４６年７月１３日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

野菜価格安定基金を造成し、野菜の価格に著しい低落があったときその損失を補償することにより、野菜産地の強

化、農家の生産意欲の向上、経営安定及び消費者への野菜の安定した供給を図る。

⑶ 県の出資状況

協会の安定的な運営を確保するため、基本財産を出資している。

なお、出資団体の監査は、県出資比率が４分の１以上のものを対象としていることから、出資団体としての監査は

実施しなかった。

出資金額 ５５，０００千円（県出資比率１５．１％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 野菜経営安定支援事業費補助金

① 内容

野菜産地の育成・強化及び消費者への野菜の安定供給を図るため、野菜価格が著しく低落した際に生産者に補償

金を交付する野菜価格安定事業に要する経費に充てる資金を造成するために補助金を交付する。

７，２６７千円② 補助金額

⑵ 負担金

ア 運営費賦課金

① 内容

協会運営のため、一般会員である農協、農協連及び特別会員である県、市町が出資金割合、野菜価格安定支援事

業費負担割合に応じて賦課金を負担する。

２，０７５千円② 負担金額

３ 監査の結果

⑴ 団体
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ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

収入保険制度の導入に向けた対応について

国においては、新たな所得補填制度として、平成３１年から「収入保険制度」を導入することとしている。

一方、県の実施する野菜経営安定支援事業は、国の価格安定制度の補完施策としての位置付けも大きいことから、

国の動向を踏まえた支援を行う必要がある。

ついては、新たに始まる保険制度について、引き続きＪＡ・県野菜価格安定基金協会・農業共済組合等とともに情

報収集・共有に努め、これらの情報を踏まえながら、野菜経営安定支援事業としての対応を検討されたい。

１２ 団体名 （公社）島根県林業公社 所管課 林業課

１ 団体の概要

昭和４０年６月１６日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

造林・育林等林業に関する事業及び林業労働力の確保の促進に関する事業を行うことにより、森林資源の培養と森

林の多面的機能の維持増進を図り、もって国土の保全と農山村経済の振興、住民の福祉向上に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ２２５，０００千円（県出資比率：５０％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県林業公社不成績林等処理対策事業補助金

① 内容

松くい虫被害等により不成績林化した造林地の債務を処理するため、該当地を分収契約から除外する手続に要

する経費及び該当地に係る日本政策金融公庫借入金の繰上げ償還に要する経費を補助する。

１７９,２３３千円② 補助金額

イ 島根県林業公社長伐期施業転換推進事業補助金

① 内容

造林地における長伐期施業転換を推進するため、それに伴う分収林契約変更に必要な事務経費（変更登記に要

する経費等）を補助する。

５，２６４千円② 補助金額

ウ 高性能林業機械ＯＪＴ研修促進事業費補助金

① 内容

森林組合等の林業事業体において、新規林業就業者への木材生産等にかかる初期の段階的なＯＪＴ研修の実施

を支援するため、高性能林業機械のレンタル経費等を補助する。

１２,９３８千円② 補助金額

⑵ 貸付金

ア 島根県林業公社事業資金

① 内容
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公社が行う分収造林事業の実施等に要する資金を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２７年度末残高 ３３，５４６，６９５千円

平成２８年度貸付額 ８８５，４３７千円

平成２８年度返済額 ９，８１０千円

平成２８年度末残高 ３４，４２２，３２２千円

イ 林業就業促進資金

① 内容

新たに林業に就業しようとする者を対象として、就業の準備に必要な資金の貸付事業を行う公社に対し、必要

な資金を貸し付ける。

② 貸付金額

平成２７年度末残高 １３３，４１０千円

平成２８年度貸付額 ３０，０００千円

平成２８年度返済額 ３６，３７３千円

平成２８年度末残高 １２７，０３７千円

⑶ 損失補償

① 内容

公社が分収造林事業の実施等に充てるため日本政策金融公庫等から借り入れた資金に関し損失補償を行う。

１９，４４０，７５１千円② 平成２８年度末損失補償債務残高

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第４次島根県林業公社経営計画の見直し（第５次経営計画の策定）について

公社では、主伐の開始を主とする「第４次経営計画」を平成２６年３月に策定し、平成９５年度における収支不

足を１６０億円に圧縮することを目指して、経営改善策に取り組むこととした。

しかし、平成２６年度から平成２８年度の３年間における達成率は、主伐に当たって収益が確保できないことや

路網等の条件が合わないことなどにより、事業体からの企画提案が少なかったことから、搬出間伐事業収益で６３

～７１％、主伐（収穫）事業収益で２４～５６％と大きくかい離している状況にある。

ついては、県から大きな財政的援助を受けている公社においては、この厳しい現状を重く受け止め、第５次経営

計画の策定に向けて、現計画の評価・分析を十分に行うなど、収益確保策の強化に向けた検討を進められたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第４次島根県林業公社経営計画の見直し（第５次経営計画の策定）について

県産材の利用促進や路網整備及び伐採経費等の軽減による収益確保などの林業施策の推進に引き続き取り組むと

ともに、第４次経営計画の実施状況の検証を十分に行い、木材価格が長期低迷している状況を十分に踏まえた上

で、公社と一体となって現経営計画の見直し（第５次経営計画の策定）に取り組まれたい。

また、公社の経営が将来にわたって安定的に継続できるよう、国における森林環境税（仮称）導入の動向を注視

するとともに、分収造林事業 に係る財政支援の充実強化等を他の都道府県等と連携して、引き続き国に働きかけ(注1)
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られたい。

分収造林事業とは(注1)

森林の土地所有者、②森林の植栽・保育・管理を行う造林者(市町村）、③森林造成に必要な費用を負担す①

る費用負担者（公社）の３者が共同で森林の造成を行う契約を締結し、伐採時に収益を一定の割合（分収割合）

で分け合うものである。３者の分収割合は、平成１２年度以降に締結された契約分については、土地所有者３０

％、市町村５％、公社６５％となっている。

１３ 団体名 (独)日本貿易振興機構松江貿易情報センター 所管課 しまねブランド推進課

１ 団体の概要

昭和３３年７月２５日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

わが国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関する

諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び

経済協力の促進に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 独立行政法人日本貿易振興機構松江貿易情報センター運営費補助金

① 内容

センターの事業活動を支援することにより、県内企業の海外取引を促進し本県産業の振興を図る。

１２，８８４千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１４ 団体名 浜田港振興会 所管課 しまねブランド推進課

１ 団体の概要

平成６年２月２２日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

浜田港の振興を図るため、必要な情報収集活動、ポートセールス活動、広報宣伝活動、港湾諸施設の整備を促進

し、もって島根県及び地域の発展に資する。

⑶ その他

構成員は、島根県、浜田市、経済団体、浜田港を利用する民間企業等６３団体であり、事務局長以下４名の専従職

員を配置し、県内外の企業・船社訪問等ポートセールス活動及び国際定期コンテナ航路の利用促進並びにＲＯＲＯ船

航路を利用したロシア貿易拡大等、浜田港の利活用促進に取り組んでいる。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 負担金
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ア 浜田港振興会負担金

① 内容

浜田港の利活用促進を図るため、県内外の企業・船社訪問等ポートセールス活動及び国際定期コンテナ航路の

利用促進並びにＲＯＲＯ船航路を利用したロシア貿易拡大に取り組む浜田港振興会の運営に係る経費を負担す

る。

３７，１０２千円② 負担金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

港湾等整備に併せた浜田港の利用促進について

浜田港は、平成２８年８月に国際定期コンテナ船の大型化への対応としての岸壁の増深工事が完了し、現在で

は、平成２９年度末の開通に向けた山陰道の浜田三隅道路に直結する臨港道路の整備や平成３０年１２月の完成を

目指したガントリークレーンの建設が進められるなど、港湾整備事業が促進されつつある。

また、平成２９年１１月に改訂された「浜田港港湾計画」には、大型貨物船や世界 大級の客船が接岸できるよ

うに岸壁や防波堤の整備、臨港道路の延長などが盛り込まれており、早期整備に期待が寄せられている。

振興会においては、浜田港利用促進のために、コンテナ航路利用促進助成等による積極的なポートセールス活動

を展開するとともに、クルーズ客船誘致に向けた取組みも進めている。

ついては、今後も関係機関等との連携を密にして、港湾等整備に併せたポートセールス活動やクルーズ客船誘致

促進に向けた客船寄港時の受入体制の強化に努め、浜田港の利用促進を図られたい。

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

港湾等整備に併せた浜田港の利用促進について

振興会に対する意見で述べたように、浜田港の利用促進を図るために、今後も浜田港振興会、市、関係機関、民

間団体との連携を密にして、ポートセールス活動等の強化に努められたい。

１５ 団体名 島根県中小企業団体中央会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和３１年２月１６日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

中小企業等協同組合法等により設立された組合等の組織、事業及び経営の支援その他組合等の健全な発展及び中小

企業の振興を図るために必要な事業を行い、もって自主的な経済的活動を促進し、その経済的地位の向上を図る。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県中小企業連携組織対策事業費補助金

① 内容

中小企業連携組織の推進並びに中小企業団体の育成及び指導を促進するため、中小企業連携組織推進指導事業

に要する経費を補助する。
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１０６，３９０千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１６ 団体名 島根県信用保証協会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和２４年１０月１５日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

中小企業等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図る。

⑶ 県の出資状況

中小企業者に対し安定的に信用供与を行うための財務基盤強化のため、基本財産を出資している。

なお、出資団体の監査は、県出資比率が４分の１以上のものを対象としていることから、出資団体としての監査は

実施しなかった。

出資金額 ４，６１２，５２３千円（県出資比率２４．０％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県信用保証協会保証料補給金

① 内容

県内中小企業者の資金調達の円滑化と負担の軽減を図るため、島根県信用保証協会が信用保証料について軽減

した場合に、その軽減分の補填として補給金を交付する。

７５，３３３千円② 補助金額

⑵ 損失補償

① 内容

県制度融資について、貸付先企業が償還できなくなった場合に信用保証協会が貸付先企業に代わって代位弁済し

た金額から日本政策金融公庫からの保険給付額及び回収額を控除した額の一部を県が信用保証協会に対して損失補

償することにより、中小企業の円滑な資金調達を行う。

２７，２４５，９８３千円② 平成２８年度末損失補償債務残高

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１７ 団体名 島根県商工会連合会 所管課 中小企業課
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１ 団体の概要

昭和３６年１０月２４日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

県内における商工会の健全な発達を図り、もって商工業の振興に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図るため、商工会指導員、経営指導員等

の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

２１７，４３５千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１８ 団体名 益田商工会議所 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和２７年４月１４日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発展を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進

に資し、もって我が国商工業の発展に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

経営指導員等を設置し小規模事業者等の指導を行う場合に、設置費及び事業費等に対して補助する。

４２，１１２千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

１９ 団体名 江津商工会議所 所管課 中小企業課
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１ 団体の概要

昭和３１年５月１４日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発展を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進

に資し、もって我が国商工業の発展に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

経営指導員等を設置し小規模事業者等の指導を行う場合に、設置費及び事業費等に対して補助する。

３７，７４４千円② 補助金額

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指導事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指導事項なし

２０ 団体名 （公財）島根県建設技術センター 所管課 土木総務課

１ 団体の概要

平成８年３月２５日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

島根県内の地方公共団体が施行する建設事業の適正かつ効率的な執行を支援するとともに、公共工事に関わる建設

技術者の資質の向上を図り、良質な社会資本の整備を推進し、県民の福祉の向上に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

建設技術に関する研修・講習・指導・図書の出版及び販売、公共建設工事に関する調査・設計・技術審査・積

算・施工監理及び検査業務の受託並びに地方公共団体への技術的支援、公共事業に係る松江地区建設発生土リサイ

クルヤードの整備運営等に関する事業

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２１ 団体名 (公財)島根県暴力追放県民センター 所管課 組織犯罪対策課

１ 団体の概要

平成４年５月１１日⑴ 設立時期

⑵ 設立目的

県民の総意を結集して、暴力追放活動を強力かつ恒常的に推進し、暴力団員による不当な行為についての相談事業

を行うとともに、暴力団員による不当な行為の被害者の救援を行うこと等により暴力団を追放し、もって「安全な暮

らしの確保」の実現に寄与する。

⑶ 県の出資状況

出資金額 ３００，０００千円（県出資比率：７０．０％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

⑴ 出資による事業実施状況

ア 事業内容

暴力相談・救済、広報啓発、組織活動支援、研修事業等を実施

３ 監査の結果

⑴ 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

⑵ 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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島根県監査委員公表第３号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の37第５項の規定に基づき、平成30年３月14日に包括外部監査人峠田晃宏

氏から監査の結果に関する報告の提出があったので、同法第252条の38第３項の規定により次のとおり公表する。

平成30年３月23日

島根県監査委員 生 越 俊 一

同 岩 田 浩 岳

同 錦 織 厚 雄

同 後 藤 勇
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